
　熱分解しにくい、絶縁性が高いなど科学的に安定した性質をもっているため、過去に、変圧
器やコンデンサー等の電気機器、照明器具の安定器などに利用されてきましたが、その毒性が

社会問題化し、昭和47年には製造や新たな使用が禁止されました。
この処分期限を過ぎると事実上処分することができなくなることから、ＰＣＢを含む電気機器等が使用又は保管

されていないか確認をお願いします。
　つきましては、ＰＣＢを含む電気機器等の確認方法、処分に向けた手続きなどについては、環境省ホームページ
の「ＰＣＢ早期処理情報サイト」をご覧頂くか、岡山県環境文化部循環型社会推進課（℡：086-226-7307）、美作
県民局環境課（℡：0868-23-1243）へご相談ください。

ＰＣＢを使用した安定器などの処分期限が迫っています
　工場や事業場に古い年式の電気機器はありませんか。これらの機器には高濃度ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）が
含まれている可能性があります。

※店舗や工場、事業のために設置した倉庫等の建物が対象で、一般家庭用に製造された照明器具の安定器にはＰＣＢが使
用されたものはありませんが、以前、店舗や工場等で使用していた建物を居住用にしている場合は、確認が必要です。

家庭用生ごみ処理機等助成金のご活用を！
●対象製品及び限度数
○生ごみ処理機（補助限度数１基）
・電気等の動力を利用する機械式又は手動式のもの。（ただし、生ごみを粉砕して下水道に流すタイプのディスポー
ザー式及び焼却炉は除く。）補助金は、購入費の半額以内で上限３万円。
○生ごみ処理容器（補助限度数２基）
・生ごみを分解し堆肥を作るもの。補助金は、購入費の半額以内で１基につき上限５千円。
※補助金額に百円未満の端数があるときは、切り捨てとなります。

●補助対象者
　鏡野町に住所を有する個人で、世帯員全員が町税等を完納
している方。できた堆肥を自家処理できる方。既に補助金の
交付を受けている方で、前回より５年以上が経過している方。

お問い合せ先　くらし安全課　環境係　担当：山崎　電話（０８６８）５４-２７８０

資源ごみ集団回収へのご参加を！
　鏡野町では、ごみの減量化と再資源化を図るため、資源ごみ集団回収推進団体として、４０団体が登録し、実績に応じ、
奨励金を交付し、各団体の活動財源としてご活用いただいていますが、ここ数年回収量が１割程度づつ減少しています。
ごみの資源化、減量化に直結する活動でもありますので、各団体の集団回収活動にぜひご参加、ご協力をいただきます
ようお願いいたします。
　また、新たに資源ごみ集団回収を実施する団体も随時募集しておりますので、くらし安全課環境係までご連絡願います。

ＰＣＢとは

古紙類（新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック）
古布類（古着、ボロ布）
ペットボトル
缶　類（アルミ缶、スチール缶）
びん類（生きびん、カレット）

５円／㎏
２円／㎏
２円／㎏
５円／㎏
２円／㎏

対象品目と奨励金
品　　　　目 単　価

事業のために設置した倉庫等の建物が対象

※津山圏域クリーンセンターでは処分できませんので、ごみ収集ステーションへは出さないでください。

処分期限：令和３年３月31日（水）
処分施設：中間貯蔵・環境安全事業（株）（JESCO）北九州PCB廃棄物処理施設

　なお、登録団体が、資源ごみを回収保管する施設（ストックヤード）の新設、既存施設の改修・増築・移設等の施設整備を
行う場合には、事業費の２分の１で上限３０万円の補助金をお出ししておりますので、併せてご活用ください。
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